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告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
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○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
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…
…
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…
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…
…
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漁
業
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一
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す
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よ
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分
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一
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課
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の

二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17258号）東 京 都 公 報令和3年1月20日（水曜日）３



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） ４



（第17258号）東 京 都 公 報令和3年1月20日（水曜日）５



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17258号）東 京 都 公 報令和3年1月20日（水曜日）７



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） ８



（第17258号）東 京 都 公 報令和3年1月20日（水曜日）９



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） １０

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
二
八
二

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
九
、
二
五
九

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,０２８

中
央
区
選
挙
区

４５,９１５

港
区
選
挙
区

６８,１７９

新
宿
区
選
挙
区

９２,１８６

文
京
区
選
挙
区

６１,７４７

台
東
区
選
挙
区

５６,３３２

墨
田
区
選
挙
区

７７,２４８

江
東
区
選
挙
区

１３７,３４１

品
川
区
選
挙
区

１１３,９２９

目
黒
区
選
挙
区

７９,５８９

大
田
区
選
挙
区

１７０,４２１

世
田
谷
区
選
挙
区

１９６,１６８

渋
谷
区
選
挙
区

６５,２２８

中
野
区
選
挙
区

９５,１３３

杉
並
区
選
挙
区

１４８,４８７

豊
島
区
選
挙
区

７８,０９１

北
区
選
挙
区

９７,３１５

荒
川
区
選
挙
区

５７,３３９

板
橋
区
選
挙
区

１４５,８７６

練
馬
区
選
挙
区

１７０,００７

足
立
区
選
挙
区

１６１,６９４

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,５２１

江
戸
川
区
選
挙
区

１６０,４２０

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,３１２

立
川
市
選
挙
区

５１,４００

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５７１

三
鷹
市
選
挙
区

５２,９５５

青
梅
市
選
挙
区

３７,７６９

府
中
市
選
挙
区

７１,８６５

昭
島
市
選
挙
区

３１,４７８

町
田
市
選
挙
区

１１９,６４１

小
金
井
市
選
挙
区

３４,３４４

小
平
市
選
挙
区

５３,４９１

日
野
市
選
挙
区

５２,００３

西
東
京
市
選
挙
区

５７,２０９

西
多
摩
選
挙
区

６９,１１２

南
多
摩
選
挙
区

６６,９０７

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,５９９

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５６,８４１

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,９１０

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６２７

島
部
選
挙
区

７,０８５

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

九
十
五
号
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
海
区
に
お

け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お



（第17258号）東 京 都 公 報令和3年1月20日（水曜日）１１
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

四
八
九

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
月
島
三
丁
目
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

岡
山

幸
司

二

住
所

中
央
区
月
島
三
丁
目
一
番
一－

三
〇
三
号



令和3年1月20日（水曜日）東 京 都 公 報（第17258号） １２
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